
小樽地区バスケットボール協会規約 

 

第１条 この団体は、小樽地区バスケットボール協会（以下「協会」という。略称 Otaru  

BasketBall Association 又は O.B.A）と称する。 

第２条 協会は、小樽及び後志管内のバスケットボール競技の総括団体として、一般財団法

人北海道バスケットボール協会（以下「ＨＢＡ」という。）及び特定非営利活動法人小樽

体育協会の組織に加わり、後志地区を代表するとともに、バスケットボール界相互の親

睦並びにこの競技の健全な普及及び発展を図り、もって競技愛好者の精神及び体力の向

上を目指すことを目的とする。 

第３条 協会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。        

 ⑴ この協会内で開催される、公益財団法人日本バスケットボール協会に登録されたチ

ームが参加するＨＢＡ主催大会の開催及び主管 

 ⑵ ＨＢＡが主催する北海道大会小樽地区予選大会の開催、主管及び後援 

 ⑶ 小樽地区において開催される北海道大会の主管及び後援 

 ⑷ その他協会が必要と認める大会の主催、主管及び後援 

 ⑸ 審判員の養成及び派遣 

 ⑹ 競技力の向上に関する研究及び指導 

 ⑺ 競技規則の研究及び指導 

 ⑻ その他必要な事業 

第４条 協会は、第７条第１項に規定する役員及びこの協会に登録されたバスケットボー

ルチームにより組織する。 

第５条 協会の事業年度及び会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第６条 協会の事務局は、小樽市に置くこととし、原則として事務局を担当する者の所に

置く。 

第７条 協会に、次に掲げる役員を置く。 

 ⑴ 会 長      １人 

 ⑵ 副会長     若干名 

 ⑶ 理 事   必要な人数 

 ⑷ 監 査      ２人 

２ 理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長、１人を事務局長及び若干名を事務局

次長並びに必要な人数を常任理事とする。 

第８条 会長及び副会長は、第１１条第１項に規定する理事総会（以下「理事総会」とい

う。)において選出する。 

２ 理事は、次の各号に掲げる者とし、会長が委嘱する。 

 ⑴ 協会に登録された小学生で構成するチーム(U12)の代表者 

 ⑵ 協会に登録された中学生で構成するチーム(U15)の代表者 

 ⑶ 協会に登録された高校生で構成するチーム(U18)の代表者 

 ⑷ 協会に登録された１６歳以上の者で構成するチームの代表者 

 ⑸ 会長が推薦する者 

３ 理事長、副理事長、事務局長及び事務局次長は、理事の互選により選出し、会長が委嘱

する。 

４ 常任理事は、会長が委嘱する。 

５ 監査は、常任理事会が推薦し、理事総会の承認を得て、会長が委嘱する。 

第９条 会長は、協会を代表し、協会の一切の会務を総理する。 



２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ

会長が定めた順序に従い、その職務を代行する。 

３ 理事長は、協会の一般業務を執行する。  

４ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、

あらかじめ理事長が定めた順序に従い、その職務を代行する。 

５ 事務局長は、協会の事務一般を執行する。  

６ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けた

ときは、あらかじめ事務局長が定めた順序に従い、その職務を代行する。 

７ 常任理事は、常任理事会を構成し、第３条各号に規定する事業を推進する。 

８ 理事は、第３条各号に規定する事業を推進する。 

９ 監査は、必要に応じて、会計を監査する。 

第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員の改選の時期は、西暦偶数年とする。 

３ 役員に欠員が生じたときは、原則としてその補充を行うものとし、その役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

第１１条 理事総会は、会長及び理事をもって構成する。 

２ 監査は、理事総会において、第９条第９項の規定により実施した監査の結果を報告し

なければならない。 

第１２条 理事総会は、協会が行う事業について、基本的な事項を議決し、又は承認する。 

２ 次に掲げる事項については、理事総会の議決を得なければならない。 

 ⑴ 当該年度の事業計画 

 ⑵ 当該年度の予算 

 ⑶ 会長及び副会長の選出 

 ⑷ 規約の改正 

 ⑸ その他会長が、理事総会の議決が必要と認める事項 

３ 次に掲げる事項については、理事総会の承認を得なければならない。  

 ⑴ 前年度の決算 

 ⑵ 監査の選任 

 ⑶ 部長及び部会長の選任 

 ⑷ その他会長が、理事総会の承認が必要と認める事項 

第１３条 理事総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。 

 ⑴ 毎年４月 

 ⑵ 理事長から招集の請求があるとき。 

 ⑶ 理事の１０分の３以上から、会議の目的とする事項を記載した書面により招集の請

求があるとき。 

第１４条 理事総会の議長は、会長が行う。ただし、会長が議長を行うことができない場

合は、会長が指名する者がその職務を代行する。 

第１５条 理事総会は、理事の２分の１以上の出席がなければ開催できない。 

第１６条 理事総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が

決定する。 

第１７条 やむを得ない理由により、理事総会に出席できない理事は、他の理事を代理人

として表決を委任することができるものとし、前２条の規定の適用については、その理

事は出席したものとみなす。 

第１８条 常任理事会は、常任理事をもって構成する。 



２ 常任理事会は、理事長が開催する必要があると認めるとき招集する。 

３ 常任理事会は、協会の業務について、常務的な事項を議決する。 

４ 常任理事会は、監査、名誉会長、顧問及び参与を推薦する。 

５ 常任理事会は、常任理事の２分の１以上の出席がなければ開催できない。 

６ 常任理事会の議長は、理事長が行う。 

７ 前各号に定めるもののほか、常任理事会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に

定める。 

第１９条 協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 名誉会長、顧問及び参与は、会長が委嘱する。  

３ 名誉会長、顧問及び参与は、協会の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に

応じるものとする。 

第２０条 協会の運営に係る経費は、ＨＢＡからの交付金、協会が行う事業による収入、

補助金及び賛助金による。 

第２１条 協会に登録するチームは、登録用紙及びチーム代表理事届出書を定められた期

日までに提出しなければならない。 

第２２条 第３条各号に定める事業を円滑に行うため、協会に部及び部会を置くことがで

きる。 

２ 部及び部会の分担する業務は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成６年４月１６日から施行する。 

２ 昭和５８年４月９日に制定された小樽地区バスケットボール協会規約は、廃止する。 

   附 則（平成８年４月１３日理事総会議決） 

１ この規約は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規約第１０条第１項の規定にかかわらず、平成８年度に改選された役員の任

期は、１年とする。 

   附 則（平成１４年４月１０日理事総会議決） 

 この規約は、平成１４年４月１０日から施行する。 

   附 則（平成２９年４月８日理事総会議決） 

１ この規約は、平成２９年４月８日から施行する。 

２ 改正後の規約第１０条第１項の規定にかかわらず、平成２９年度に改選された役員の

任期は、１年とする。 

   附 則（平成３０年４月７日理事総会議決） 

 この規約は、平成３０年４月７日から施行する。 

  



小樽地区バスケットボール協会部及び部会規約 

 

第１条 この協会に、小樽地区バスケットボール協会規約第２２条第１項の規定により、

審判部、競技運営部及び強化部並びにＵ１２部会、Ｕ１５部会、Ｕ１８部会及び社会人

部会を置く。 

第２条 審判部の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ 競技会の審判に関すること。 

 ⑵ 審判員の養成に関すること。 

 ⑶ 公認審判員の手続きに関すること。 

 ⑷ 審判講習会及び審判研修会の企画並びに運営に関すること。 

 ⑸ 一般財団法人北海道バスケットボール協会（以下「ＨＢＡ」という。）が主催又は後

援する競技会の審判派遣に関すること。 

 ⑹ オフィシャルの養成に関すること。 

２ 競技運営部の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ 大会の年間スケジュールの立案及び調整に関すること。 

 ⑵ 大会会場の確保に関すること。 

 ⑶ 大会要項の作成に関すること。 

 ⑷ 大会の組合せ及び抽選に関すること。 

 ⑸ 大会の試合進行に関すること。 

 ⑹ 大会のオフィシャルに関すること。 

 ⑺ 大会記録の整理及び保管に関すること。 

 ⑻ 大会の報道に関すること。 

 ⑼ 報道機関との連絡調整に関すること。 

３ 強化部の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ 技術の向上及び強化の計画に関すること。 

 ⑵ 競技の普及に関すること。 

 ⑶ 講習会等の企画及び運営に関すること。 

 ⑷ Ｕ１２、Ｕ１５、Ｕ１８の指導及び育成に関すること。 

 ⑸ 優秀選手の選考に関すること。 

第２条の２ Ｕ１２部会の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ Ｕ１２関連の大会の運営に関すること。 

 ⑵ Ｕ１２の育成に関すること。 

 ⑶ ミニ連との連携に関すること。 

⑷ ＨＢＡＵ１２部会との連絡調整に関すること。 

２ Ｕ１５部会の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ Ｕ１５関連の大会の運営に関すること。 

 ⑵ Ｕ１５の強化及び育成に関すること。 

 ⑶ 中体連との連携に関すること。 

 ⑷ Ｕ１８との連携に関すること。 

⑸ ＨＢＡＵ１５部会との連絡調整に関すること。 

３ Ｕ１８部会の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ Ｕ１８関連の大会の運営に関すること。 

 ⑵ Ｕ１８の強化及び育成に関すること。 

 ⑶ 高体連との連携に関すること。 



 ⑷ Ｕ１５との連携に関すること。 

 ⑸ ＨＢＡＵ１８部会との連絡調整に関すること。 

４ 社会人部会の業務は次に掲げるものとする。 

 ⑴ 社会人が出場する大会の運営に関すること。 

 ⑵ ＨＢＡ社会人部会との連絡調整に関すること。 

第３条 部に部長、部会に部会長各１人を置く。 

２ 部に副部長、部会に副部会長若干名を置く。 

３ 部及び部会に、必要に応じて部員を置くことができる。 

４ 部長及び部会長は、理事の中から理事総会の承認を得て、会長が委嘱する。 

５ 副部長、副部会長は、部長又は部会長が指名する。 

第４条 部長及び部会長は、必要に応じて部会を招集し、所掌業務について協議すること

ができる。 

第５条 部長及び部会長は、理事総会において次に掲げる事項を報告し、又は提案し、承

認若しくは議決を得なければならない。ただし、部長又は部会長が当該理事総会に出席

できない場合は、部長又は部会長が指名する副部長又は副部会長がその職務を代行する。 

 ⑴ 前年度事業報告 

 ⑵ 前年度決算報告 

 ⑶ 当該年度事業計画 

 ⑷ 当該年度予算 

２ 前項第１号の規定は、競技運営部について適用しない。 

第６条 この規約の改正は、理事総会の議決を得なければならない。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成６年４月１６日から施行する。 

２ 昭和５８年４月９日に制定された小樽地区バスケットボール協会各部規約は、廃止す

る。 

   附 則（平成１４年４月１０日理事総会議決） 

 この規約は、平成１４年４月１０日から施行する。 

   附 則（平成３０年４月７日理事総会議決） 

 この規約は、平成３０年４月７日から施行する。 

 


